
p16広報あいなん 2019.5

131億円

歳入予算の状況

歳出予算の状況

一般会計地方債残高の状況 基金残高 ５年間の推移

ポイント
●歳出予算を目的別にみると、愛南町では、民生費の割合が一番高

く26.7％を占めています。次いで、借金の返済に当たる公債費が

17.9％、総務費が17.1％、教育費が10.0％、衛生費が9.3％、

農林水産業費が6.9％、土木費が4.7％などとなっています。 

1311311億円

平成27年度 平成27年度217億8,411万円 ( 41億9,993万円) 106億3,836万円

平成28年度 平成28年度218億6,529万円 ( 45億2,707万円) 111億4,604万円

平成29年度 平成29年度212億8,944万円 ( 43億4,032万円) 109億9,832万円

平成30年度 平成30年度207億9,477万円(見込) ( 42億3,947万円(見込)) 109億6,600万円(見込)

平成31年度 平成31年度193億9,662万円(見込) ( 39億5,443万円(見込)) 109億7,220万円(見込)

1万円未満四捨五入

(※実質的な地方債残高)

1万円未満四捨五入

マチヤクバ リ
町の施策・情報をお伝えします。

便

愛南町ホームページ
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一般会計当初予算
平成31年度

愛南町の

第２次総合計画（後期基本計画）に掲げる「ともにあゆみ育て創造する町　第２章」を実現するた

め、これまで取り組んできた事業の進捗を点検、分析、評価し、10年後、20年後の愛南町の姿

を見据えた施策の見直し・再構築を図りながら、本町の自立性、将来性、地域性を念頭に置き、特色あ

る農林水産物、豊かな自然や伝統・文化など、本町の資源を最大限に活かした事業を展開できるよう、

予算を編成しました。

当初予算の編成方針

一般会計当初予算

５年間の推移

●自主財源については、昨年度と比較して3,673万4千円（1.1％）

増加しています。これは、少子化や保育無償化に伴う保育所保護者

負担金等の減少はありましたが、町税及び公共用地先行取得事業特

別会計からの繰入金が増加したことなどによるものです。

●依存財源については、昨年度と比較して5,373万4千円（0.5％）

減少しています。これは、国・県支出金の増加はありますが、合併

特例措置の縮減等による普通交付税の減少などによるものです。

般会計当初予算愛南町の町町

平成31年度会計別予算の規模
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町の施策・情報をお伝えします。

マチヤクバ リ便

城辺高齢者共同住宅・内海高齢者生活福祉センター・西海高齢者生活福祉
センターの入居者を募集します

名称 城辺高齢者共同住宅 内海高齢者生活福祉センター 西海高齢者生活福祉センター

入居募集数 単身世帯用　２室
単身世帯用　２室
夫婦世帯用　２室

単身世帯用　１室

入居費用および使用料 月額　15,000円
月額　2,000円～

（入居者の年間収入額から算定）
夫婦世帯用は30％増額

月額　3,000円～
（入居者の年間収入額から算定）

敷金 ２か月分の使用料に相当する額 ３か月分の使用料に相当する額 ３か月分の使用料に相当する額

個人負担
食事費用　18,000円
電気使用料　実費負担
共益費　2,000円

食事費用　実費負担（自炊）
電気使用料　実費負担

食事費用　実費負担
電気使用料　実費負担

入居要件

愛南町内に住所を有すること。
現に住宅に困窮していることが明らかであること。
生活費に充てることができる収入等があり、所定の入居費用が負担できること。
自己で日常生活を営むことができること。
共同生活に適応できること。

65歳以上のひとり暮らしの方、または夫婦のみの世帯で生活に不安を感じておられる方に安心して生活をしていただくため
の施設です。

▶申込受付期間　５月７日㈫～５月20日㈪8時30分～17時15分（土日・祝日を除く）

問：高齢者支援課　Tel：72-7325（城辺高齢者共同住宅）
　　内海支所　　　Tel：85-0311（内海高齢者生活福祉センター）
　　西海支所　　　Tel：82-1111（西海高齢者生活福祉センター）

募　　集
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国民健康保険税の算定方法が変わります

行政相談委員を退任　藤田正
まさ

斗
と

さんに感謝状

　平成31年度の国の国民健康保険に係る税制改正により、新たに、賦課限度額の引き上げと、軽減措
置の対象範囲が拡大されます。
　これにより、賦課限度額の基礎課税額を58万円から61万円に引き上げます。また、低所得者の負担
軽減のため、国民健康保険税の５割軽減および２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引き上げ
を行います。

　3月31日付けで行政相談委員を退任された藤田正斗さん
に対して、4月4日、四国行政評価支局地域総括評価官より
感謝状が贈られました。
　平成29年4月に総務大臣から委嘱を受けて行政相談委員
としての活動を行ってきた藤田さんは、「任期を終えてほっ
としています」と話しました。

問：税務課　Tel：72-7301

問：総務課　Tel：72-1211

お知らせ

お知らせ

●保険税の賦課限度額の引き上げ

医療分 支援金分 介護分

現　在 58万円 19万円 16万円

改正後 61万円（+３万円） 19万円 16万円

●低所得者に係る保険税軽減の拡充

5割軽減

基準となる所得金額

現　在 世帯主と加入者の合計所得が33万円+（275,000円×加入者数）以下

改正後 世帯主と加入者の合計所得が33万円+（280,000円×加入者数）以下

例）夫婦２人、子ども１人で夫の給与収入のみの場合（３人世帯）

　　収入約190万円以下を収入約193万円以下に拡充

2割軽減

基準となる所得金額

現　在 世帯主と加入者の合計所得が33万円+（500,000円×加入者数）以下

改正後 世帯主と加入者の合計所得が33万円+（510,000円×加入者数）以下

例）夫婦２人、子ども１人で夫の給与収入のみの場合（３人世帯）

　　収入約287万円以下を収入約291万円以下に拡充

感謝状を受け取った藤田正斗さん
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町の施策・情報をお伝えします。

マチヤクバ リ便

『オレンジカフェ　ロバさん家』が5月7日に移転オープンします

愛南町観光PR動画『ビヤビヤ☆ロック』をご覧ください

問：地域包括支援センター　Tel：72-7325

問：商工観光課　Tel：72-7315

お知らせ

お知らせ

愛
南町では、愛南町観光振興計画の施策として挙げられている「情報発信力の強化」の

一環として、愛南町観光PR動画「ビヤビヤ☆ロック」を制作しました。

●ビヤビヤ☆ロックとは、愛南町の魅力を歌詞に盛り込んだ軽やかなロック調の楽曲です。

●動画では、愛南町の魅力を「食」「景」「動」の３つのカテゴリーに分け、軽快なメロディとユニークな

ラップに乗せて分かりやすく紹介しています。

●映像は、そのほとんどが４K画質で撮影され、ドローンや水中カメラ、小型カメラなどを駆使して仕上げ

ています。また、昨年11月に南宇和高校文化祭で披露されたコンサートの様子や地域の方々が出演した

映像も収録され、あたたかくて素朴な愛南町のありのままの姿が伝わる内容となっています。

●４月より町ホームページやYouTube、愛南チャンネルなどで公開しています。

～世界
に響け

！

　AINA
N★魂の

ロック
～

本編　10分

ダイジェスト

　15秒①

　15秒②

　15秒③

　４分 

カテゴリー別

「食」

「景」

「動」

日本語版・英語版

施設外観

内部の様子

オレンジカフェはどんな場所

認知症の人やその家族、地域住民、介護や福祉

などの専門家など誰でも、気軽に集える場所

です。ここでは、認知症について「知る」「学

ぶ」「考える」ことができます。

訪れることは自由で、帰ることも自由です。お

茶だけでも良いです。定期的に催し物や勉強会

なども実施しています。

お茶やおしゃべりを楽しみながら、穏やかなひとときを

過ごしませんか。

▲

日　時　毎週火曜日　13時30分～16時

　　　　　（時間内は自由に出入りできます。）

▲

場　所　御荘平城3714番地（旧一六本舗御荘店）

▲

参加料　無料

愛南町ホームページ
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生涯学習講座を開催します

図書館（住民（ＪＵＭＩＮ）集いの館）整備町民説明会を開催します

問：生涯学習課　Tel：73-1112

問：生涯学習課　Tel：73-1112

お知らせ

お知らせ

次の日程で生涯学習講座を開催します。本年度は、生涯学習課で進めている平城貝塚の調
査研究から最新の研究成果をテーマとした講座を中心に、考古･歴史･自然分野の講座を

開催します。また、江戸時代の古地図に記された遍路道を歩くフィールドワークや、古文書
講座も開催します。
▼講座の内容

回 日時/場所 講師/講座内容

１
５月25日(土)13時30分～
御荘文化センター大研修室 

 松本安紀彦氏（愛南町教育委員会生涯学習課係長）
「四国西南地域の縄文文化１－愛南から見る縄文文化の始まりの頃－」

２
７月13日(土)13時30分～
御荘文化センター大研修室 

織田浩史氏（愛南町教育委員会生涯学習課課長補佐）
「愛南町史の世界－愛南町史入門講座－」

３
８月11日(日)10時30分～
 御荘文化センター大研修室

覚張隆史氏（金沢大学人間社会学域特任助教）
「平城貝塚埋葬人骨のＤＮＡ分析(仮)」

４
９月29日(日)13時30分～
集合：御荘文化センター

井上淳氏（愛媛県歴史文化博物館学芸課長）
フィールドワーク「絵図に描かれた遍路道を歩く」

５
11月30日(土)13時30分～
御荘文化センター大研修室　

川又明徳氏（愛媛県総合科学博物館専門学芸員）
「愛南町の樹になる話」

６
２月22日(土)13時30分～
御荘文化センター大研修室

織田浩史氏（愛南町教育委員会生涯学習課課長補佐）
「古文書から見る愛南町(仮)」

※日程･講座内容に関しては、講師の都合により変更する場合があります。

▶参加･申込み　参加料は無料ですが、事前に申し込みが必要です。
▶注 意 事 項　申込人数によっては、会場が変更になる場合があります。ご了承ください。

図
書館（住民（JUMIN）集いの館）整備町民説明会を開催します。説明会では、整備検

討に至った経緯や基本構想案、また町の財政状況についてお知らせし、町民の皆さまか

らご意見を伺いたいと思いますので、ぜひご参加ください。

日　時 場　所

５月14日（火）19時～ 役場本庁　３階大会議室

５月17日（金）19時～ ＤＥ・あ・い２１　４階多目的ホール

５月21日（火）19時～ 一本松山村開発センター　１階ホール

５月22日（水）19時～ 御荘文化センター　２階大研修室

５月23日（木）19時～ 西海町民会館　３階大ホール
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町の施策・情報をお伝えします。

マチヤクバ リ便
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愛
南町では、毎月30日を「カミカミ

の日」としています。「カミカミの

日」は、食育推進計画の中で定めてある

「食の記念日」の一つです。

30日には、「一口30回または、飲み込む前

にあと10回」と防災無線で、かむことを

啓発しています。また、栄養教室などにも

「かむ効果」についての学習を取り入れて

います。

みなさんは、しっかりかんで食事をしてい

ますか？月に一度、30日には、しっかり

かむことを意識して食事をしてみてくださ

い。

カミカミクッキング教室

アカデミー食育

毎月30日は「カミカミの日」です

お知らせ

20歳前障害基礎年金を受給されている方へ
受給の手続きが変更となります

■所得状況届の提出が不要となります

　これまで20歳前障害基礎年金を受給され
ている方は、毎年７月の「所得状況届(ハガ
キ）」の提出が原則不要※となります。（※日本
年金機構で前年の所得等を確認できる方に限
ります。）

■障害状態確認届（診断書）の提出期限が変

更となります。

　20歳前障害基礎年金を受給されている方お
よびその加算額対象者の方で、障害状態確認
届（診断書）の提出が必要な方は、３か月前
倒しで障害状態確認届（診断書）が送付され
ます。さらに、医師の診断についても、受給
者の誕生月の月末から３か月以内の診断を記
入いただくように緩和されます。

問：宇和島年金事務所　お客様相談室　

　　Tel：0895-22-5569
　　町民課　Tel：72-7300
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「ぎゅぎゅっと愛南！夏の陣」を開催します

愛南町最大の食のイベント「ぎゅぎゅっと愛南！夏
の陣 ～海と山を喰らう～」を開催します。　

当日は、とびきり新鮮なカツオが特価で即売されるほ
か、マグロの寿司やヒオウギ貝の浜焼きなどの海の幸
に加え、生産量日本一を誇る柑橘の愛南ゴールド(品種
名：河内晩柑)や新鮮野菜など、山の幸も盛りだくさん
です。また、隣接する第２会場(御荘湾)では、バナナボートやカヌーなどのマリ
ンスポーツが体験できます。
愛南町の魅力をぎゅぎゅっと詰め込んだ楽しいイベントへ、お誘い合わせのう
え、ぜひともお越しください。

▶日時　５月12日(日)　9時30分～15時（雨天決行）※荒天の場合は中止になる可能性があります。

▶場所　愛南漁協御荘支所(みかん職人武田屋奥)

問：愛南食のイベント実行委員会（商工観光課内）　Tel：72-7315

催　　し

お知らせ

大型連休中の役場業務(開庁・閉庁等の状況）についてお知らせします

施設名
4/27 28 29 30 5/1 2 3 4 5 6

備考
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

役場本庁
☎72-1211 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

戸籍関係の届出の受付および埋火葬許可証
の発行は行います。

役場内海支所
☎85-0311 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

役場一本松支所
☎84-2211 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

役場西海支所
☎82-1111 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

役場御荘支所
☎72-1111 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 戸籍関係の届出の受付および埋火葬許可証

の発行は行いません。
保育所(一部のみ)
(問合せは各保育所へ) 休 休 休 開 休 開 休 休 休 休 保育する場所が異なりますので、詳しくは

お通いの保育所へご確認ください。
国保一本松病院
☎84-2255

午後
休診 休 休 休 休 休 休 休 休 休

内海診療所
☎85-0341 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

御荘文化センター
☎73-1111 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 定期休館日（火曜日）も開館します。

DE･あ･い･21
☎85-1021 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 通常どおり開館します。

御荘夢創造館
☎72-1116 開 開 休 休 開 開 休 休 休 休

御荘B&G海洋センター
☎72-1117 開 開 開 休 開 開 休 休 休 開

一本松温泉あけぼの荘
☎84-3260 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開

山出憩いの里温泉
☎72-6263 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開

ゆらり内海
☎85-1155 開 開 開 開 開 休 開 開 開 開

御荘霊苑
☎72-4420 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 通常どおり開苑します。

環境衛生課(ごみ収集業務)
☎72-7316 収集 休 収集 収集 収集 収集 収集 収集 休 収集 収集業務は通常どおり行います。詳しくは、

かんきょうかわら版4月号をご覧ください。

愛南町環境衛生センター
☎72-6955

搬入
可

搬入
不可

搬入
可

搬入
可

搬入
可

搬入
可

搬入
可

搬入
可

搬入
不可

搬入
可

粗大ごみや新聞等の資源ごみは通常どおり
搬入できます（定期休業日：日曜日）。持ち込
みの際には事前に連絡が必要です。

宇和島地区広域事務組合
環境センター
☎0895-49-5040

搬入
可

搬入
不可

搬入
不可

搬入
可

搬入
不可

搬入
不可

搬入
不可

搬入
可

搬入
不可

搬入
不可

4月27日(土)は13:00-16:30、4月30日
(火)と5月4日(土)は9:00-12:00と13:00-
16:00まで搬入ができます。

愛南町ホームページ
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町の施策・情報をお伝えします。

マチヤクバ リ便

催　　しお知らせ

「愛結びコーナー」の
特設会場が開設されます

男女共同参画について
学習しませんか

「愛結び」とは、独身男女が自身のプロフィー
ルを登録（会員登録）し、相手情報を閲覧して
お会いしたい方を探します。そして、えひめ結
婚支援センターが個別にお引き合わせを行
います。
会員登録、閲覧をする場合は
事前に予約を行い、「愛結び
コーナー」へ直接行く必要があ
ります。
詳しくは、お問合せください。

▶開設場所　御荘文化センター３階

▶開設日時　毎月第３日曜日
第３日曜日に開設出来ない場合は、
他の日に開設をします。

男女共同参画に関する学習会を行うグルー
プに補助をしたり、ＤＶＤの貸出しを行いま
す。

○講師を呼んで行う学習会

▶対 象 者　10人以上のグループ

▶対象経費　講師への謝金と交通費、

　　　　　　消耗品費、会場使用料

▶補助金額　５万円（上限）

○ＤＶＤを使用する学習会

▶対 象 者　10人以上のグループ

学習会を開催する１か月前までに申請書の提
出が必要です。
詳しくはお問い合せください。

問：えひめ結婚支援センター　南予大洲事務所
　　Tel：0893-57-6705
　　企画財政課　Tel：72-7317問：企画財政課　Tel：72-7317

愛南町人材育成事業補助金についてお知らせします

愛南町では、町の地域づくりの担い手としてのリーダーづくりや国際化時代・情報化時代
に対応した人材育成を目的として、「人材育成事業補助金制度」を創設しています。

【補助金の範囲】
（1）国内研修は必要経費（食糧費を除く旅費、宿泊費および資料代）の2分の1以内とし、1人当たり10

万円を限度
（2）国外研修は必要経費（食糧費を除く旅費、宿泊費および資料代）の2分の1以内とし、1人当たり30

万円を限度
（3）学習会、講座および研修会の参加または開催に必要な経費（食糧費を除く報償費、旅費、需用費、役

務費、使用料および賃貸料）の2分の1以内とし、50万円を限度

【補助金対象者】
（1）町内に居住する方で、今後も引き続き居住する意思のある方
（2）将来にわたって地域社会に貢献する意思のある方
（3）町の振興および活性化に自ら取り組み、かつ、リーダー的役割が果たせる方

（4）町税等を滞納していない方

※この補助金を受けようとする方は、交付申請書を事業実施の1か月前までに提出してください。その後、
内容を審査し適否を決定します。

問：企画財政課　Tel：72-7317

お知らせ

愛南町ホームページ

愛南町ホームページ
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お知らせお知らせ

お知らせ

新婚さんの新生活を応援します2019年工業統計調査を実施します

第１次愛南町自殺対策計画を
策定しました

愛南町では、新婚世帯を対象に、婚

姻に伴う新居の取得、新居の賃

借、新居への引越し費用の補助を行いま

す。

▶対 象 者

　婚姻日において夫婦ともに34歳以下

　世帯所得340万円未満の新婚世帯

▶補助金額

　一世帯当たり上限30万円

▶申請期間

　令和2年３月31日まで

詳しくはお問い合わせください。

工業統計調査は、従業者４人以上の
全ての製造事業所を対象に、令和

元年６月１日時点で実施します。我が国
における工業の実態を明らかにすること
を目的とする政府の重要な調査で、統計
法に基づく報告義務のある基幹統計調査
です。
　調査の結果は中小企業施策や地域振興
など、国および地域行政施策のための基
礎資料として利活用されます。
　調査票にご記入いただいた内容は、統
計作成の目的以外（税の資料など）に使
用することはありません。
　５月中旬頃から対象の事
業所へ統計調査員が伺いま
すので、ご回答をよろしく
お願いします。

本計画は、「町民が、互いにゆるや

かにつながりながら、孤立を防

ぐ」ことを意識し、地域、関係機関・団

体、行政が一体となって自殺対策に取り

組み、生き心地のよい町づくりをめざす

ことを目的として策定しました。

問：企画財政課　Tel：72-7317

問：保健福祉課　Tel：72-1212
　　城辺保健福祉センター　Tel：73-7400

問：企画財政課　Tel：72-7317

お知らせ

ひとり親家庭の児童対象学習塾を
定期開講します

愛南町母子寡婦福祉会による、ひと

り親家庭の小・中学生を対象とし

た学習塾を５月11日より、定期開講し

ます。授業形態は、受講者が持参した教

材・宿題等の間違い箇所や不明な箇所に

ついて、講師が指導する形式となりま

す。受講を希望される方は保健福祉課ま

でご連絡ください。

▶対 象 者

　町内在住のひとり親世帯の小・中学生

▶日　　程　第１・２・４土曜日、

　第３日曜日　13時～15時

▶場　　所　城の辺学習館

▶受 講 料　無料

問：保健福祉課（愛南町母子寡婦福祉会事務局）
　　Tel：72-1212

愛南町ホームページ

経済産業省
ホームページ

愛南町ホームページ
愛南町ホームページ
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町の施策・情報をお伝えします。

マチヤクバ リ便

軽自動車税の納期・減免制度についてお知らせします

段ノ上遺跡が周知の埋蔵文化財包蔵地に
指定されました

軽
自動車税の納期限は５月31日（金）です。
軽自動車税は４月１日の登録名義人にその年度分が課税されます。平成31年度軽自動車税の

納付書・口座振替通知書は５月15日（水）発送予定です。車検等で軽自動車税納税証明書が必要
な方につきましては、納付書に領収書兼納税証明書が付いておりますので、そちらをご利用くださ
い。口座振替の方につきましては、振替確認後、領収書兼納税証明書を記載したハガキを送付いた
します。また、５月15日（水）発送予定の納付書、口座振替以外の方法で納付された場合は、別途
軽自動車税納税証明書の発行が必要となる場合があります。

軽自動車税の減免制度があります

身体障がい者・戦傷病者本人の所有で、通院・通学や生業のために本人や家族・常時介護者が運転
する軽自動車は減免になる場合があります（障がいの区分、等級によって対象者は異なります）。
18歳未満の身体障がい者または知的障がい者・精神障がい者で、国民年金法に定める１級の障がい
と同程度の状態にある方の家族が所有する軽自動車も該当となる場合があります。

減免申請を希望される方は、 ５月16日（木）～５月24日（金）までの間に本庁税務課もしくは各
支所へお越し下さい。※毎年手続きが必要です。
なお、対象となるのは普通自動車を含めて１人につき１台に限られます。

【申請に必要なもの】身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、運転免許証・印鑑・車検

証・軽自動車税納付書または口座振替通知書、マイナンバー（個人番号）がわかるもの（個人番号カード・通知カード）

平
成31年2月26日付で、段ノ上遺跡（増田4718‐1）が、新たな
「周知の埋蔵文化財包蔵地」つまり遺跡として指定されました。

この遺跡では、約7,300年前に鹿児島県の南に所在した火山の噴火に
よる“アカホヤ火山灰”が良好に堆積しており、その下の土壌から、
古代人が石を集めて火を焚いた集石遺構が発見され、その中から石器
が出土しました。それらは、後期旧石器時代から縄文時代早期のもの
と考えられます。これらの他、後期旧石器時代のナイフ形石器や縄文
時代の石の矢じり、そして近現代の陶磁器の破片が採集されました。
これらについては、国の法律で保護しなければならないものとして定
められており、教育委員会がその保護にあたっています。
土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に指定されているからといって、
その土地において住宅建築などの開発行為や土地の取引が不可能にな
るということはありません。指定地またはその近隣の方で、埋蔵文化財についてお問い合わ
せいただく場合は、教育委員会生涯学習課までお願いします。
これらは、貴重な町の歴史文化資産です。その保護にご理解とご協力をお願いします。

問：税務課　Tel：72-7301

問：生涯学習課　Tel：73-1112

お知らせ

お知らせ

愛媛ＣＡＴＶ
の動画はこち
らから
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空室となっている町営住宅の入居者を募集します

▶公募住宅の概要

（１）公営住宅

種別 管内 住宅名称及び所在地
構造

築年月
間取り 月額家賃 駐車場

地デジ
受信

公
営
住
宅

城
辺

三島団地５号棟（３階３号室）
城辺乙669番地

RC造４階建
昭和52年

３DK
62.10㎡

9,900円～14,800円 有 ○

御
荘

中浦団地（１階１号室）（１階３号室）
（１階５号室) (３階７号室)
中浦1677番地1

RC造３階建
昭和53年

３DK
56.30㎡

8,800円～13,100円 有 ○

東猪ノ尻団地北棟　(３階７号室) 
御荘平城2490番地1

RC造３階建
昭和62年

３DK
60.80㎡

15,600円～23,200円 有 ○

西
海

船越東団地　(３階１号室)  
船越478番地 

RC造３階建
昭和62年

３DK
66.56㎡

13,300円～19,800円 有 ※

船越東第２団地　(１階１号室) 
船越469番地

RC造３階建
昭和62年

３DK
64.12㎡

13,700円～20,500円 有 ※

※テレビ難視聴地域ですので、ケーブルテレビ等への加入が必要です。

（２）特定公共賃貸住宅

種別 管内 住宅名称及び所在地
構造

築年月
間取り 月額家賃 駐車場

地デジ
受信

特
定
公
共
賃
貸
住
宅

城
辺

猿田団地（１階５号室）
城辺甲3851番地１

RC造３階建
平成7年

２LDK
73.98㎡

53,000円 有 ○

猿田団地（３階３号室）
城辺甲3851番地１ 

RC造３階建
平成7年

３DK
76.46㎡

53,000円 有 ○

西
海

久家団地（３階１号室）
久家23番地1

RC造３階建
平成8年

４DK
94.94㎡

37,000円 有 ※

※テレビ難視聴地域ですので、ケーブルテレビ等への加入が必要です。

（３）町有住宅

種別 管内 住宅名称及び所在地
構造

築年月
間取り 月額家賃 駐車場

地デジ
受信

町
有

住
宅

一
本
松

徳田町有住宅（２号室）
正木1129番地1

木造２階建
平成6年

３DK
76.70㎡

35,000円 有 ※

※テレビ難視聴地域ですので、ケーブルテレビ等への加入が必要です。

①特別な場合は単身での申し込みができますが、部屋の面積が60㎡未満の住宅に限ります。

②入居には原則、連帯保証人が２名必要となり、敷金は月額家賃の３か月分、共益費は別途必要です。なお、入居

まで多少時間のかかる住宅もあります。

▶申込受付期間　５月８日㈬～５月17日㈮
▶入居者資格（次のすべての条件を満たしていること）
①住宅にお困りの方、町内に居住を希望する方（持ち家のある方は原則として入居資格はありませんが、特別な事

情の場合は別途相談を受けます。ただし、公営住宅に住んでいる方は、公営住宅への入居資格はありません。）

②世帯をお持ちの方(特別な場合を除いて単身での入居はできません。)③町税等を滞納していない方④暴力団員で

ない方※ここでいう暴力団員とは｢暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律｣第2条第6号に規定する暴力

団員をいいます。⑤収入基準（月額所得）公営住宅/15万８千円以下、特定公共賃貸住宅/15万８千円以上～60

万１千円以下、町有住宅/特になし

▶申込み　各団地（住宅)ごとでの申込みとなり、建設課または各支所で入居の申込手続が行えます。

問：建設課　Tel：72-7313

募　　集


